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予防接種で病気を防ごう予防接種で病気を防ごう
～令和３年度　子どもの定期予防接種～～令和３年度　子どもの定期予防接種～

　予防接種は、感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めた「ワクチン」を
接種して、その病気に対する抵抗力を高めるための予防手段です。
　予防接種を受けることで、病気にかかることを防ぐだけではなく、周囲の人への次の感染を防ぎ、その
病気が流行することを防ぐことにもつながります。

１歳になったら受けましょう

０歳で受けましょう

入学するまでに受けましょう

 保健予防室　
　 ☎36－1154

ワクチンの種類 接種回数 標準的な接種間隔 定期接種の対象年齢
麻しん風しん混合　１期 １回 １歳になったら早めに １歳～２歳未満

ヒブ（※１） １回 追加：初回３回目終了後、
　　　７～13か月の間に１回 生後２か月～５歳未満

小児用肺炎球菌（※１） １回 追加：初回３回目終了後、
　　　60日以上かつ１歳以上に１回 生後２か月～５歳未満

四種混合（ジフテリア・百日せ
き・破傷風・ポリオ）（※２） １回 追加：初回３回目終了後、

　　　１年～１年半の間に１回
生後３か月～
７歳６か月未満

水痘 ２回
初回：１歳～１歳３か月に１回
追加：初回終了後、
　　　６か月～１年の間に１回

１歳～３歳未満

ワクチンの種類 接種回数 標準的な接種間隔 定期接種の対象年齢

日本脳炎　１期（※３） ３回

初回：�３歳になったら６日～ 28日の　　　
間隔で２回

追加：�初回２回目終了後、概ね１年後
に１回

生後６か月～
７歳６か月未満

麻しん風しん混合　２期 １回 ４月から６月に１回 小学校就学前１年間

ワクチンの種類 接種回数 標準的な接種間隔 定期接種の対象年齢

ロタウイルス
感染症

ロタリックス ２回 生後２か月になったら27日以上の間隔
で２回、初回接種は出生14週６日まで

出生６週０日後から出生
24週０日後までの間

ロタテック ３回 生後２か月になったら27日以上の間隔
で３回、初回接種は出生14週６日まで

出生６週０日後から出生
32週０日後までの間

Ｂ型肝炎 ３回
生後２か月になったら27日以上の間隔
で２回、３回目は１回目から139日（20
週）以上あけて接種

１歳未満

ヒブ（※１） ３回 初回：27日～56日の間隔で３回 生後２か月～５歳未満
小児用肺炎球菌（※１） ３回 初回：27日以上の間隔で３回 生後２か月～５歳未満
四種混合（ジフテリア・百日せ
き・破傷風・ポリオ）（※２） ３回 初回：20日～56日の間隔で３回 生後３か月～

７歳６か月未満
ＢＣＧ １回 ５か月～８か月未満 １歳未満

小学生で受けましょう
ワクチンの種類 接種回数 標準的な接種間隔 定期接種の対象年齢

日本脳炎　２期（※４） １回 ９歳 ９歳～13歳未満
二種混合（ジフテリア・破傷風）
２期 １回 小学６年生 11歳～13歳未満
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【予防接種を受ける前に知っておいてほしいこと】
１．�「予防接種対象年齢にあるか」「接種間隔は大丈夫か」自分でも確認をしましょう。
２．予約をして、体調がよいときに接種しましょう。37度５分以上の熱があるときは受けられません。南

房総市の予診票と母子健康手帳を持参しましょう。（母子健康手帳の「予防接種の記録」は唯一の証明に
なるので大切に保管しましょう。）

３．里帰りや療養などで市外の医療機関（千葉県内定期予防接種の相互乗り入れ事業以外）で予防接種を希
望する場合は、事前に保健予防室へ連絡してください。依頼書を医療機関へ送付します。

４．長期にわたる疾患で定期接種を受けられなかった場合、接種対象年齢を過ぎても定期接種が実施でき
るようになりました。詳しくは保健予防室まで問い合わせてください。

５．定期接種によって重篤な健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく補償を受けることができま
す。また、任意接種による場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により受けることができ
ます。詳しくは予防接種を受けた医師または保健予防室へ相談してください。

６．市外に転出した場合、南房総市の予診票で接種できません。転出先の自治体に問い合わせてください。

【日本脳炎ワクチンの供給量不足について】
　現在、日本脳炎ワクチンの供給が不足しているため、予約が取りにくい状況となっています。
　特に令和３年４月から令和３年１２月までワクチンの供給量が大幅に減少する見込みです。
　このことについて、厚生労働省より供給量が安定するまでの間、４回接種のうち１期初回（１回目・２回
目）と定期接種として受けられる年齢の上限に近い方を優先して接種するよう要請がありました。
　定期接種として受けられる年齢の上限に余裕のある方はワクチンの供給量が安定する時期の接種を検討
いただくなどのご協力をお願いします。予約の際、実施医療機関にご相談ください。なお、令和３年度に
ついては、厚生労働省の要請に基づき、個別通知スケジュールを変更しますのでご了承ください。

その他

（※１）開始する月齢により接種回数は変わります。
（※２）三種混合を接種している人で、４回接種していない人は、保健予防室まで連絡してください。三種

混合が終了していて、ポリオが終了していない方は早めにポリオを接種しましょう。
（※３）希望があれば生後６か月から定期接種として受けることができますが、令和３年度については、ワク

チンの供給量不足のため、供給量が安定してから接種のご協力をお願いします。令和３年度内に３歳
未満で接種を希望される場合は、予約がとれた人に必要な予診票を送付しますので保健予防室まで
連絡してください。

（※４）平成 19 年４月２日から平成 21年 10 月１日生まれの人は、日本脳炎の差し控えの影響を受けた
ため、９歳から13歳未満であれば、日本脳炎１期も定期接種として受けられます。希望者は保健
予防室まで連絡してください。

（※５）平成17年度から平成21年度にかけて、積極的勧奨が差し控えられていましたが、その後、新たな
ワクチンが開発され、接種を受ける機会を逃した人（平成７年４月２日から平成 19 年４月１日生
まれ）を特例対象者として、20歳未満までは無料で接種を受けられます。“全４回の接種”を途中
までしか受けていない場合は、不足分の予防接種ができますので、希望者は保健予防室まで連絡し
てください。

ワクチンの種類 接種回数 標準的な接種間隔 定期接種の対象年齢

日本脳炎 特例対象者
（※５）

１期：３回
２期：１回

＜１期＞初回：６日～28日の間隔で２回
　　　��追加：�初回２回目終了後、概ね

１年後に１回
＜２期＞１期追加終了後、概ね５年後

20歳未満

子宮頸
けい

がん予防 ３回

現在、積極的勧奨を差し控えていますが、
対象者で希望する場合は、定期予防接種
として実施できますので保健予防室へお
申し込みください。

小学６年生～
高校１年生相当の女子
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令和３年度
対象者

　今までに肺炎球菌予防接種（２３価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）を受けたこ
とがない人で、次の①～③のどれかに該当する人
①令和４年３月31日現在で65歳になる人
②令和４年３月31日現在で70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる人。
③60歳以上65歳未満であって、心臓、腎臓、若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫の機能に障害を有する人（ただし身体障害者手帳１級の人）

接種回数 １回

接種料金

○医療機関が定める予防接種料金から、市が助成する１，５００円を引いた額を支払います。
〇市から送付された予診票を医療機関に持参しない場合は、助成の対象となりません。
○生活保護世帯の人は、生活保護受給者証明書を医療機関の窓口に提出した場合、自己負
担はありません。（証明書の発行は社会福祉課（☎３６－１１５１）へ連絡してください。）

接種期間 令和３年４月１日から令和４年３月31日
接種場所 市が指定する医療機関（申込み後に通知します。）

令和３年度　高齢者用肺炎球菌予防接種費用を助成します
　保健予防室　☎36－1154

　はじめて接種する肺炎球菌ワクチンの一部に費用の助成があります。助成額は医療機関で接種する費用
のうち１，５００円です。

　妊娠中の女性が風しんに感染す
るのを予防するため、予防接種の
費用助成を実施します。
対象者／南房総市に住民登録があ
り、接種日に20歳から50歳未満の
人で、①妊娠を予定・希望してい
る女性、②妊婦の夫。ただし、「風しんにかかったこ
とがある人」「風しんの予防接種歴がある人」「風しん
の予防接種第５期の対象者」は対象外です。
助成金額
・ＭＲ（麻しん・風しん混合ワクチン）　５０００円
・風しん単独ワクチン　３０００円
助成の期間／令和３年４月１日から令和４年３月31
日まで接種した人
接種医療機関／市が指定する医療機関（市のホーム
ページに掲載しています。）
助成方法／接種を希望する人は、市から予診票を発
行しますので、保健予防室へお申し込みください。
（市から送付された予診票を医療機関に実施しな
い場合は助成の対象とはなりません。）助成は１人１
回のみです。

　 　保健予防室　☎３６－１１５４

　平成31年４月から３年間、風しん抗体検査と風し
ん第５期の定期予防接種を実施しています。
対象者／昭和37年４月２日から昭和54年４月１日ま
でに生まれた男性。
受け方／まず、実施機関などで風しん抗体検査を受
けます。抗体検査の結果、抗体価が低い場合は予
防接種を受けてください。いずれの場合も、クーポ
ン券を利用すれば料金は無料です。
実施機関／全国の実施医療機関など（クーポン券が
使える実施機関は厚生労働省ホームページで確認で
きます。抗体検査は医療機関のほか、特定健診や事
業所健診で受けることができます。）
クーポン券発送時期
　対象者の人には令和元年度、令和２年度にクーポ
ン券を発行していますのでご利用ください。クーポ
ン券に記載してある有効期限
を過ぎても、令和４年２月末
日まで使用できることになり
ました。
　クーポン券が手元にない場
合は、再発行できます。

　 　保健予防室　☎３６－１１５４

※上記対象者①の人には個別勧奨通知済みです（接種を希望する人は保健予防室に申込みは不要です）。
※�上記対象者②および③の人は保健予防室へ申込みが必要です。また、③に該当する人は事前に「高齢者用
肺炎球菌予防接種希望申込書（60歳～ 65歳未満）」による申込みが必要です。保健予防室、市民課、朝夷行
政センターおよび各地域センターで申請してください。

風しんの抗体検査・風しん第５期の
定期予防接種

成人への風しん予防接種の
費用を助成します
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総合検診（集団検診）

各種検診
※肺がん検診・結核検診は、検診車による巡回の検診を実施予定です。

１．年齢は、令和４年３月３１日時点の年齢です。
２．既に検診の登録をしている人には、検診時期が近くなりましたら検診案内（受診票など）を送ります。
３．乳がん検診、子宮頸

けい

がん検診（施設）は、医療機関によって検診期間が変更になる場合があります。
４．子宮頸

けい

がん検診（検診車で実施する集団検診）は午前中に２地区を巡回する場合があります。
５．次の人は健康支援課保健予防室に連絡してください。
　　（１）がん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう症検診、成人歯科検診を希望する人で、登録申し込みをしていない人。
　　（２）�子宮頸

けい

がん検診・乳がん検診の医療機関を変更したい人、子宮頸
けい

がん検診の車（集団）検診と施設検診を変更したい人。
　　（３）生活保護を受給している４０歳以上の人で、健康診査（血液検査など）を希望する人。
　　（４）後期高齢者健康診査を希望する人で、昨年度未受診の人。
６．新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予告なく延期、中止になることがあります。

令和3年度 健診（検診）日程令和3年度 健診（検診）日程

  フレッシュ健康診査 特定健康診査 後期高齢者
健康診査 胃がん検診 前立腺がん

検診
肝炎ウイルス

検診
肺がん検診・

結核検診

対象者
２０～３９歳の
南房総市国民
健康保険加入者

４０～７４歳の
南房総市国民
健康保険加入者

後期高齢者
医療制度加入者
（一部希望制）

４０歳以上
の男女

５０歳以上
の男性

過去に市の検診で
受けたことがない
４０歳以上の男女

４０歳以上の
男女・６５歳以
上の男女

料　金 ６００円 ６００円 無料 １，０００円 ４００円 ５００円 無料
富　浦 とみうら元気倶楽部　　　　　　

• �総合検診は８月17日（火）から10月６日（水）まで左記の会場を巡回して
実施予定です。
• �施設健診（フレッシュ健康診査・特定健康診査・後期高齢者健康診査）
は8月17日（火）～12月17日（金）まで各医療機関で実施します。
• �対象となる人・申し込まれた人には、7月にご案内を発送しますので

ご確認ください。

富　山 富山ふれあいスポーツセンター　　
三　芳 三芳保健福祉センター　　　　　　
白　浜 白浜コミュニティセンター　　　　
千　倉 千倉保健センター　　　　　　　　
丸　山 丸山体育館　　　　　　　　　　
和　田 和田地域福祉センター「やすらぎ」　　

  大腸がん検診 骨粗しょう症検診 子宮頸
けい

がん検診 乳がん検診 成人歯科
検診集団検診（車） 施設検診 エコー マンモグラフィ

対象者 40歳以上の男女
35･40･45
50･55･60
65･70歳の女性

２０歳以上の女性 30～39歳
までの女性

40歳以上
の女性

40・50・
60・70歳
の男女

料　金 ３００円 ３００円 ８００円 １，４００円 ７００円 ９００円 ９００円

富　浦
とみうら元気倶楽部 事

前
に
申
し
込
ん
だ

医
療
機
関

事
前
に
申
し
込
ん
だ

医
療
機
関

指
定
さ
れ
た
医
療
機
関

６月24日（木）
　　28日（月）

10月７日（木）
午前

６月10日（木）
午前

富　山
富山ふれあいスポーツセンター

６月７日（月）
　　８日（火）

10月７日（木）
午後

６月10日（木）
午後

三　芳

三芳保健福祉
センター

三芳農村環境改善
センター

三芳保健福祉
センター

６月29日（火）
　　30日（水）

10月８日（金）
午前

６月10日（木）
午前

���

・
貴
家
医
院　

・
清
川
医
院

���

・
勝
山
ク
リ
ニ
ッ
ク

���

・
亀
田
ク
リ
ニ
ッ
ク

���

・
フ
ァ
ミ
ー
ル
産
院
た
て
や
ま

���

・
亀
田
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク
館
山

���

・
安
房
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー

　
（
令
和
３
年
度
か
ら
追
加
さ
れ
ま
し
た
）

・
安
房
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー

・
亀
田
ク
リ
ニ
ッ
ク

白　浜
白浜コミュニティセンター

６月９日（水）
　　10日（木）

10月８日（金）
午後

７月２日（金）
午前

千　倉

千倉保健センター
６月15日（火）
　　16日（水）
　　17日（木）

10月12日（火）
午前・午後

６月24日（木）
午前

丸　山
丸山体育館

６月22日（火）
　　23日（水）

10月13日（水）
午前

６月24日（木）
午後

和　田
和田地域福祉センターやすらぎ 6月1日（火）

～
2月28日（月）

6月1日（火）
～

1月31日（月） 

9月1日（水）
～

12月28日（火）
６月２日（水）
　　３日（木）

10月13日（水）
午後

６月24日（木）
午前
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南房総市の補助金で暮らしサポート南房総市の補助金で暮らしサポート

頑張る人・企業を応援します！頑張る人・企業を応援します！
再チャレンジ奨学資金

中小企業人材育成事業補助金 ＵＩターン者就業奨励金

　起業、再就職を目指す方が、技術や知識を身に
付けるために就学する場合や国家資格取得のため
の教育を受ける場合に奨学資金をお貸しします。
貸付対象者
　次のいずれにも該当する方です。
・市民および市民の子または兄弟姉妹
・貸付日において２５歳以上６０歳未満の方
　ただし次の①②に該当する方はご相談ください。
　①雇用主の都合により解雇された方
　②児童扶養手当第４条の支給要件に該当する方
・�将来、市内に住所を有し、かつ、就職し、また
は本市において起業しようとする方
・�大学などに在学する方または国家資格（自動車運
転免許を除く）取得に必要な教育を受ける方

貸付額及び貸付期間
　月額６万円以内（１万円単位）
　最短３ヶ月から最長３年まで

　市内の中小企業者が技術力や経営力の強化を図
るための研修受講、および資格取得に要する経費
の一部を補助します。
補助対象者
　次の全ての条件を満たすもの。
・�中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第
２条第１項に規定する中小企業者
・�日本標準産業分類のうち指定の業種であること
・�市内で継続して１年以上事業を営んでいること
・�市税を滞納していないこと
補助の対象となる経費　
　人材育成事業計画に基づき補助対象者が費用負
担する研修の受講料、資格取得のための検定料
※事業は年度内に完了できるものとします。
※交通費・宿泊費・消費税は対象となりません。
補助率及び補助金額
・�補助対象経費の２分の１以内
・�１事業者につき年間２０万円を上限とする

　商工課　☎３３－１０９２

　安房地域外から南房総市へ
移住し、６か月以上継続して
雇用されている方に２０万円の
奨励金を交付します。
交付対象者
　次のいずれにも該当する方。
・�安房地域外からのＵＩターン者であること
・�転入後、６か月以上継続して市内に住所を有し
ていること
・�職業紹介を受け、新規に事業所との間に期間の
定めのない労働契約を締結し、６か月以上継続
して雇用されていること
・�上記要件のすべてに該当することとなった日か
ら起算して３０日以内であること
・�雇用契約を締結した日における年齢が満５０歳
未満であること

奨励金の額
　１人あたり２０万円（１回限り）

　商工課　☎３３－１０９２

貸付対象経費
　修学・国家資格取得に必要な修学に係る経費
（入学金、学費、教材費、交通費）
返還の期間／貸付期間の倍の期間まで
返還が免除になる場合

【全額】市内に住所を有し、かつ、取得した資格を
活かして市内で起業し、継続して事業を行ってい
た期間が１年に達したとき

【半額】市内に住所を有し、かつ、取得した資格を
活かして就業し、継続して就業した期間が貸付期
間に達したとき
連帯保証人／１名
貸付申請／申請前に
一度ご相談ください。

　商工課
　�　☎３３－１０９２

起業、再就職のための「まなび」を応援します

企業の人材育成やスキルアップを応援します 市内に移住して就業した方を応援します
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補助の対象となる業種
　次のいずれかの業種の事
業を行おうとする事業者
・製造業
・情報通信業
・卸売業、小売業
・学術研究、専門・技術サービス業
・宿泊業、飲食サービス業
・生活関連サービス業、娯楽業
・�不動産、物品賃貸業のうち、細分類が�「貸事務
所業、貸会議室業」のもの
　（ワーケーション等対応支援事業のみ）
補助の対象となる経費
・事業所の新築、改修、取得にかかる経費
・事業所で使用する設備・備品購入費など
　（消耗品費・税、汎用性が高い物品を除く）
・事業所などの賃借料（駐車場部分含む）
補助率
　補助対象経費の30％以内の額

雇用補助

⑤雇用創出支援事業
起業家支援事業、市内進出支援事業、新分野参入
支援事業、ワーケーション等対応支援事業を実施
した事業者が新規雇用または配置転換により市内
に住所を有する従業員を１年以上雇用した場合
補助金額：最大　３００万円　　　
� �従業員１人あたり��６０万円
　　　　　（最大５名まで）

注意事項

①補助金交付申請は必ず
　着手前に提出してくだ
　さい。
②当補助金を活用した建物
　・設備などは事業完了の
　日から５年間、または償
　却期間以内には処分でき
　ません。
※申請方法などについては、ホームページで掲載
　する申請要領にてご確認ください。

　商工課　☎�３３－１０９２

新たな仕事と雇用創出支援事業

　市内で新規事業や雇用を創出する皆さまへ事業
所の新築、改修、備品購入、事業所の賃借などに
係る経費に対して予算の範囲内で補助金を交付し
ます。

建物・設備費への補助

対象事業
①起業家支援事業
― 市内で起業しようとする場合 ―
対 象 者：�起業の日から３年を経過しない個人、

法人
補助金額：最大１００万円
★加算額（以下に該当する場合、上記に加算します）
・子育て世帯または３９歳以下� ＋２０万円
・安房郡市外から移住する子育て世帯� ＋５０万円
②市内進出支援事業
― 安房郡市外からの市内進出にあたり

事業所を設置する場合 ―
対 象 者：�安房郡市外に本社などがあり、市内に

初めて事業所を設立する個人、法人
補助金額：最大２００万円（３名以上雇用する場合）
� 最大１００万円（雇用３名未満の場合）
③新分野参入支援事業
― 今までの事業から新しい事業へ転換する場合 ―
対 象 者：市内に本社等を置く事業者
補助金額：最大１００万円
★加算額（以下に該当する場合、上記に加算します）
・市内の農水産物を活用する場合� ＋２０万円
　例：�食用菜花、房州びわ、温州みかん、アワビ、

サザエ、イセエビ、クジラなど
④ワーケーション等対応支援事業
― ワーケーション等対応の設備投資をする場合 ―
対 象 者：市内の宿泊事業者、不動産事業者（※１）
補助金額：最大１００万円
※１　�細分類が「貸事務所業、貸会議室業」のもの

に限る。
※２　�南房総市観光協会

が運営する「ワー
ケーションシティ
南房総」に登録さ
れることが条件と
なります。

建物・設備投資や雇用創出に対し補助します
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農林水産物利用促進事業補助金

堆肥利用促進費補助金 施設園芸用木質バイオマス
暖房機設置費等補助金

　農林水産物の利用促進を目的に、商品開発や契
約栽培による農産物の生産拡大に係る経費および
直売所が行う販売促進事業に係る経費に対して予
算の範囲内で助成します。
≪商品開発補助≫
　市内産農林水産物を主たる原材料として使用
し、農林漁業者と加工または販売を行う事業者
が連携して商品開発を行う事業について、事業費
２０万円以上の事業につき定額２０万円を、１補
助対象者につき１年度１回まで助成します。
≪生産確立（契約栽培）補助≫
　農業者が加工または販売を行う事業者（農業協
同組合および農産物等直売所運営団体を除きま
す。）と１年間以上の農産物の売買契約を締結し、
当該農産物の栽培を行う事業について、次の額
を、１補助対象者につき１年度売買契約を２回ま
で助成します。すでに栽培を行っている農産物の
場合は、１年間の栽培延べ面積が１０アール以上
増加する場合に限ります。

（１）既存栽培面積の増加（１０アール当たり）
【施設栽培】１３万円または補助対象経費の３分の
１の額のいずれか低い額
【露地栽培】４万円または補助対象経費の３分の１
の額のいずれか低い額

（２）新規栽培面積（１０アール当たり）

　市が認定した堆肥生産者の堆肥を購入し使用する場
合、購入、運搬および散布費用を、一の農地などに係
る堆肥購入につき１年度２回まで予算の範囲内で助成
します。
対象（①および②の両方を満たす人）
①�市内に住所を有し、または本市に農地などを所有す
る者でその者が耕作する農地などのために堆肥生産
者が生産する堆肥を購入する人
②�堆肥を購入する日以前３か月以内に、堆肥を使用す
る全ての農地など（地番ごと）の土壌診断を実施し、
診断結果の通知を受領している人

補助対象経費および補助額
（１）�バラ売り堆肥：堆肥購入費、運搬委託費、散布委

託費／１トン当たり４千円または補助対象経費の３
分の１の額のいずれか低い額

（２）�袋売り堆肥：堆肥購入費／１袋当たり３００円また
は補助対象経費の２分の１の額のいずれか低い額

　 　地域資源再生室　☎３３－１０７３

　薪などを使用する施設園芸用の木質バイオマ
ス暖房機の設置費など
を予算の範囲内で助成
します。
対象
　市内に住所を有し、市内で施設園芸を行う人
補助対象経費
①�暖房機（薪などを燃料として使用する施設園
芸用の暖房器具）の購入費（付属部品含む。）
②煙突の購入費（付属部品含む。）
③暖房機および煙突の設置工事費
④�保温カーテン、循環扇、付帯設備の購入費お
よび設置工事費

補助額
　２０万円または補助対象経費の２分の１の額
のいずれか低い額

　 　地域資源再生室��☎３３－１０７３

【施設栽培】２０万円または補助対象経費の２分の
１の額のいずれか低い額
【露地栽培】６万円または補助対象経費の２分の１
の額のいずれか低い額
補助対象者
共通要件　南房総産ビジネス倶楽部の会員
商品開発　市民、代表者の住所が市内にある団体
または所在地が市内である法人
生産確立　認定農業者または認定就農者
≪直売所イベントおよびキャンペーン補助≫
　感染症の流行による緊急事態宣言などの解除日
から１８か月以内に行われる農林水産物直売所の
イベント・キャンペーンの経費の一部を新たに補
助します。
　２４万円または補助対象経費の３分の２の額の
いずれか低い額を、１補助対象者につき１年度１
回まで助成します。
補助対象者
　市内に店舗を有し、または借り受け、週５日以
上販売員を有して営業を行っている農林水産物直
売所を運営している市民、代表者の住所が市内に
ある団体または所在地が市内である法人（他の業務
を行う施設と併設された建物で営業しているとき
は、当該建物の管理者も含む）。

　 　地域資源再生室　☎３３－１０７３

直売所が行う農林水産物などの販売促進事業に係
る経費補助制度を新設
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長　
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司
武
史（
市
民
生
活
部
保
険
年
金
課

長
）

▽
教
育
総
務
課
学
校
再
編
整
備
室
長　
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鶴
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）
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）

■
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日
付
退
職
者
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長
・
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長
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）

【
部
長
職
】

▽
加
瀬
浩
一（
総
務
部
長
）

【
課
長
職
】

▽
小
林
信
行（
建
設
環
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）

▽
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長
）

▽
岡
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之（
建
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）

▽
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長
）
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）

▽
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教
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教
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課
主
任
管
理
主
事

課
長
補
佐
）

　マイナンバーカードの休日・夜間の交付を開始します。カードの受け取り場所へ事前に
ご予約ください。
夜間開庁日／毎月第４木曜日　午後５時15分から午後７時まで
休日開庁日／毎月第２土曜日　午前９時から正午まで
交付場所／市民課(富浦・富山・三芳地区にお住まいの方)
　　　　　朝夷行政センター(白浜・千倉・丸山・和田地区にお住まいの方)　
※お手続きは、完全予約制です。カードのお受け取り場所へ事前にご予約ください。
予約受付時間／�平日の午前８時30分から午後５時まで

　 　市民課　☎３３－１０５１／朝夷行政センター　☎４４－１１１１
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）
内
は
異
動
前

【
部
長
職
】
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）

▽
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）
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島
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）

▽
管
財
契
約
課
長　
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長
補
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）

▼
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部

▽
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康
支
援
課
長　

岩
浪
正
和（
農
林
水
産

部
農
林
水
産
課
地
域
資
源
再
生
室
長
）

▽
健
康
支
援
課
保
健
予
防
室
長　

水
島
二
美

（
保
健
福
祉
部
健
康
支
援
課
保
健
予
防
室
長
）

▼
市
民
生
活
部

▽
保
険
年
金
課
長　

小
野
正
樹（
保
健
福
祉

部
社
会
福
祉
課
長
補
佐

係
長
）

▽
朝
夷
行
政
セ
ン
タ
ー
所
長　

小
髙　

仁（
教

育
委
員
会
事
務
局
教
育
総
務
課
学
校
再
編
整

備
室
長
）

▼
農
林
水
産
部

▽
農
林
水
産
課
地
域
資
源
再
生
室
長　

山
口

和
久（
建
設
環
境
部
環
境
保
全
課
千
倉
清
掃

セ
ン
タ
ー
副
主
幹
）

▼
建
設
環
境
部

▽
環
境
保
全
課
千
倉
清
掃
セ
ン
タ
ー
所
長

白
浜
清
掃
セ
ン
タ
ー
所
長　

鈴
木
一
範（
総
務

部
企
画
財
政
課（
安
房
郡
市
広
域
市
町
村
圏

事
務
組
合
）主
幹
）

▽
環
境
保
全
課
千
倉
衛
生
セ
ン
タ
ー
所
長　

髙
橋
広
一（
市
民
生
活
部
朝
夷
行
政
セ
ン
タ
ー

所
長
）

▼
会
計
管
理
者

▽
会
計
管
理
者

会
計
課
長　

斉
藤
和
幸

（
保
健
福
祉
部
健
康
支
援
課
長
）

▼
教
育
委
員
会
事
務
局

▽
教
育
総
務
課
長

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
所

南
房
総
市
職
員
人
事
異
動

南
房
総
市
職
員
人
事
異
動

４
月
か
ら
新
体
制
で
ス
タ
ー
ト

４
月
か
ら
新
体
制
で
ス
タ
ー
ト

５月９日(日)からマイナンバーカードの休日交付を開始します！
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住
宅
復
興
業
務
は
、
建
設
課
内
の
係
を

再
編
し
、
対
応
し
ま
す
。

　

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
や
住
宅
修
理
な

ど
住
宅
復
興
に
係
る
業
務
つ
い
て
は
、
建
設

課
住
宅
係
で
対
応
し
ま
す
。

〇
住
宅
係　

33
―
１
１
０
３

　

本
庁
別
館
２（
２
階
）

市
役
所
の
組
織
体
制

と
主
な
業
務

４
月
１
日
か
ら
の
市
役
所
の
組
織
体
制
と
主

な
業
務
を
紹
介
し
ま
す

部　　署　　名 電話番号 主　な　業　務　内　容 事務室の場所

総　

務　

部

総務課 33－1021 情報公開、個人情報保護、行政組織、職員定数、
職員採用 本庁別館１（２階）

秘書広報課 33－1002 市長・副市長の秘書、儀式・表彰、市長出前講座、広報、
市長への手紙、行政相談 本庁本館（１階）

企画財政課 33－1001 総合計画、過疎計画、地方創生、国際交流、統計、
ふるさと納税、公共交通、行政改革、予算・決算 本庁別館１（２階）

管財契約課 33－1022 公有財産の管理、情報化の推進・管理、
公共工事の入札・契約・検査 本庁別館１（１階）

保
健
福
祉
部

社会福祉課 36－1151
社会福祉、障害者福祉、生活保護、
児童手当、児童扶養手当、子ども医療費、
ひとり親家庭等医療費、日本赤十字社に関すること 三芳分庁

健康支援課 36－1152 高齢者福祉、介護保険

保健予防室 36－1154 保健衛生、各種検診、予防接種 三芳保健福祉
センター

市
民
生
活
部

市民課 33－1051

戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、
マイナンバーカードの交付、人権啓発、�
富浦地域の福祉申請の受付、行政連絡員、
市民との協働によるまちづくりの推進、男女共同参
画、交通災害共済

本庁本館（１階）

富山地域センター 57－2511

各地域の市民との協働によるまちづくりの推進、
戸籍および住民基本台帳に関する事務や各種証明の
交付などの窓口業務、各種申請の受付事務、
本庁との連絡調整

富山地域センター

三芳地域センター 36－2111 三芳地域センター

白浜地域センター 38－3111 白浜地域センター

丸山地域センター 46－3111 丸山地域センター

和田地域センター 47－3111 和田地域センター

保険年金課 33－1060 国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金
本庁本館（１階）

税務課 33－1023 市民税、固定資産税、軽自動車税、諸税、市税の収納、
滞納処分、口座振替、納税証明

消防防災課 33－1052 消防、防災、防災行政無線、防犯対策、交通安全 本庁別館１（1階）

朝夷行政センター 44－1111

地域の市民との協働によるまちづくりの推進、
戸籍および住民基本台帳に関する事務、マイナンバー
カードの交付や各種証明の交付などの窓口業務、各種
申請の受付事務、
本庁との連絡調整、船員法関係の市長が行う事務

朝夷行政センター
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※太字は変更となった部分です。

部　　署　　名 電話番号 主　な　業　務　内　容 事務室の場所

農
林
水
産
部

農林水産課 33－1071
農水産業・畜産・園芸の振興、林業普及、
有害鳥獣対策、土地改良、農業施設、林道、治山、
漁港 本庁別館２（１階）

地域資源再生室 33－1073 地産地消と資源循環による地域資源再生、農業振興
法人に対する支援

商
工
観
光
部

商工課 33－1092 商工振興、企業誘致、雇用創出、消費者行政

本庁別館１（２階）
観光プロモーション課 33－1091 観光振興、観光施設などの維持管理、

道の駅などの管理、フィルムコミッション

建
設
環
境
部

建設課 33－1101 道路･河川の整備、災害復旧、道路占用･境界
防犯灯

本庁別館２（２階）

住宅係 33－1103 建築確認、公営住宅、開発行為、空家対策
被災者生活再建支援金、災害に伴う住宅修理

国土調査室 33－1102 国土調査 本庁別館２（２階）

環境保全課 33－1053
狂犬病予防、不法投棄防止、公害防止、
浄化槽設置助成、環境啓発、
一般廃棄物処理（清掃センター・衛生センター）

本庁別館２（２階）

富山国保病院 58－0301 内科、外科、呼吸器科、消化器内科、整形外科
リハビリテーション科 富山国保病院

水道局 44－4611 水道料金、開閉栓、水道に関する届出、メーター交
換、送配水、ダム管理、水質管理、漏水事故 朝夷行政センター

会計課 33－1141 出納事務 本庁本館（１階）

教
育
委
員
会

教育総務課 46－2961 教育委員会会議、学校給食　　　

丸山分庁（１階）

学校再編整備室 46－2962 学校再編、教育委員会所管の施設再編、
教育施設の整備

子ども教育課 46－2966
児童・生徒の就学・管理、学習指導、学校運営、
保育所、幼稚園、学童保育、預かり保育、
子育て支援センター、教育相談センター

生涯学習課 46－2963 社会教育の振興、公民館・図書館の管理運営、
スポーツの振興、スポーツ施設の管理運営

議会事務局 33－1111 議会運営、請願・陳情の受付、議会だよりの発行 本庁本館（２階）

選挙管理委員会事務局 33－1131 選挙の管理執行・啓発、選挙人名簿の調製 本庁別館１（２階）
（総�務�課�内）

監査委員事務局 33－1121 財務状況などの監査 本庁本館（２階）

農業委員会事務局 33－1081 農地の権利移動・転用、農地の貸し借り、農業者年金 本庁別館２（１階）

固定資産評価審査委員会
事務局 33－1051 固定資産税額に関する不服申し立ての審査 本庁本館（１階）

（市�民�課�内）
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大
房
岬
自
然
公
園
で
は
、
一
昨
年
の
台
風

に
よ
り
多
く
の
木
々
が
倒
れ
た
り
、
枯
れ
て

し
ま
う
被
害
に
あ
い
ま
し
た
。
運
動
園
地
に

あ
る
桜
の
木
も
例
外
で
は
な
く
、
大
き
な
影

響
を
受
け
た
た
め
、
伐
採
を
行
う
と
と
も
に

新
し
い
桜
の
木
を
植
樹
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
植
樹
は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
千
葉
支
社

の
環
境
保
全
の
取
り
組
み｢

鉄
道
沿
線
か
ら

の
森
づ
く
り｣

の
一
環
で
、
台
風
被
害
の
あ
っ

た
大
房
岬
自
然
公
園
が
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

植
樹
さ
れ
た
桜
の
木
は
、
樹
高
５
メ
ー
ト

ル
程
で
、
３
月
末
に
は
綺
麗
な
花
を
咲
か
せ

て
い
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
南
房
総
の
桜
ス
ポ
ッ
ト
と
し

て
、
自
然
豊
か
な
公
園
と
し
て
、
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。

　

３
月
１
日（
月
）、
白
浜
小
学
校
の
５
年
生

18
人
と
同
幼
稚
園
の
園
児
５
人
が
、
白
浜
町

海
女
連
絡
協
議
会（
渕
辺
重
房
会
長
）の
協

力
を
得
て
ワ
カ
メ
収
穫
体
験
を
行
い
ま
し

た
。

　

約
２
か
月
前
に
植
え
付
け
ら
れ
た
５
セ
ン

チ
ほ
ど
の
ワ
カ
メ
の
種
糸
は
、
育
成
期
間
中

の
大
風
・
大シ

ケ波
の
影
響
で
、
育
成
施
設
が
岩

に
打
ち
上
げ
ら
れ
る
な
ど
厳
し
い
状
況
で
し

た
が
、
懸
命
な
処
理
に
よ
り
立
派
に
成
長
。

児
童
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
背
丈
以
上
に

育
っ
た
ワ
カ
メ
を
見
て「
ワ
ー
！
大
き
い
」と

大
房
岬
自
然
公
園
内
に

桜
の
木
が
植
樹
さ
れ
ま
し
た

「
ワ
ー
！
大
き
い
」

白
浜
で
ワ
カ
メ
の
収
穫
体
験 館山駅の簾谷駅長（左）と同公園の山口公園長（右）により

植樹の完了を確認しました

収穫したワカメは「家族とみそ汁で食べるよ」
とお土産に持ち帰りました。

手作業でワカメを収穫

きれいな花を咲かせた桜
（3月26日撮影）

今月の表紙

　南房総市立富山国保病院で３月22日(月)から３日
間、新型コロナウイルスワクチンの医療従事者向けの
優先接種が行われました。安房地域では、３月下旬か
ら４月にかけて、医療従事者など約１万人を対象に接
種が進められています。
　今後は、65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方や
高齢者施設従事者、16歳以上の一般の方の順に接種が
行われる予定です。接種の時期が近付いたら、市から
接種のお知らせや接種券を送付します。 ワクチン接種を受ける鈴木病院長

感
動
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
収
穫
し
た

ワ
カ
メ
を
お
湯
に
つ
け
、
色
の
変
化
な
ど
を

学
習
し
、
最
後
は
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
や
味
噌
汁

な
ど
で
味
わ
い
ま
し
た
。
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３
月
17
日（
土
）、「
包
括
的
な
連
携
に
関
す

る
協
定
」を
結
ん
で
い
る
千
葉
工
業
大
学
か

ら
マ
ス
ク
８
６
０
０
枚
が
寄
贈
さ
れ
ま
し

た
。

　

市
と
同
大
で
は
、
平
成
27
年
に
互
い
の
知

見
や
技
術
、
資
源
な
ど
を
活
用
し
て
、
地
域

の
雇
用
創
出
、
若
者
の
定
着
を
図
る
こ
と
を

目
的
に「
地（
知
）の
拠
点
大
学
に
よ
る
地
方

創
生
推
進
事
業
に
係
る
連
携
・
協
力
に
関

す
る
協
定
」を
締
結
。
令
和
２
年
３
月
に
は
、

さ
ら
に
推
進
・
発
展
さ
せ
る
た
め
に「
包
括

的
な
連
携
に
関
す
る
協
定
」を
結
ん
で
い
ま

す
。

　

マ
ス
ク
は
、
教
育
委
員
会
を
通
し
て
小
・

中
学
校
に
配
ら
れ
、
感
染
防
止
に
役
立
て
ら

れ
ま
す
。

　

南
房
総
市
で
は
、
車
両
の
老
朽
化
に
伴
い

消
防
ポ
ン
プ
車
２
台
を
更
新
し
、
第
２
支
団

第
１
分
団（
久
枝
・
二
部
・
検
儀
谷
）と
第
５

支
団
第
４
分
団（
千
倉
町
川
口
・
忽
戸
・
平

舘
）に
貸
与
し
ま
し
た
。

　

３
月
23
日（
火
）、
南
房
総
市
と
明
治
安
田

生
命
保
険
相
互
会
社
と
の
間
で「
健
康
寿
命

延
伸
等
に
係
る
包
括
連
携
協
定
」を
締
結
し

ま
し
た
。

　

こ
の
協
定
で
は
、「
健
康
づ
く
り
・
介
護
予

防
に
関
す
る
取
組
み
」「
地
域
の
安
全
・
安
心

に
関
す
る
取
組
み
」「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
関
す

る
取
組
み
」「
そ
の
他
市
政
へ
の
協
力
に
関
す

る
取
組
み
」の
４
つ
の
取
り
組
み
で
連
携
し
、

市
民
の
健
康
増
進
や
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

を
も
っ
て
健
康
寿
命
の
延
伸
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
協
定
に
基
づ
き
、
明
治
安
田
生

健
康
寿
命
の
延
伸
を
！
明
治

安
田
生
命
と
包
括
連
携
協
定

マスクを受け取る嶋田副市長（左）

協定書を手にする石井市長（左）と明治安田
生命相互会社千葉本部金山本部長（右）

プレゼンテーション形式で発表をしました

貸与された２台のポンプ車

千
葉
工
大
よ
り
マ
ス
ク
の
寄
贈

消
防
ポ
ン
プ
車
２
台
を
貸
与

命
千
葉
南
支
社
よ
り
、
道
の
駅
富
楽
里
と
み

や
ま
に
対
す
る
イ
ベ
ン
ト
協
賛
お
よ
び
市
内

小
学
校
２
年
生
に
対
す
る
交
通
事
故
防
止

用
反
射
シ
ー
ル
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　

３
月
20
日（
土
）、
市
民
団
体
の
自
主
的
・

自
発
的
な
活
動
を
応
援
す
る「
市
民
提
案
型

ま
ち
づ
く
り
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業
」の
活
動
発

表
会
が
、
と
み
う
ら
元
気
倶
楽
部
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

成
果
発
表
で
は
、
８
団
体
が
１
年
間
の
活

動
を
振
り
返
り
、
岩
井
川
源
流
部
の
川
沿
い

遊
歩
道
の
整
備
、「
花
」と「
く
じ
ら
」の
絵
画

さ
ま
ざ
ま
な
自
主
的
・
自
発

的
な
活
動
成
果
を
発
表

南
房
総
市
市
民
活
動
発
表
会

コ
ン
ク
ー
ル
の
開
催
、
さ
と
う
き
び
の
里
づ

く
り
、
岩
井
海
岸
を
活
用
し
た
イ
ベ
ン
ト
開

催
と
海
岸
美
化
活
動
、
ア
ワ
ビ
移
民
の
歴
史

継
承
、
竹
資
源
活
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
里
山

で
の
自
然
体
験
を
通
じ
た
都
市
部
な
ど
の
親

子
と
の
交
流
、「
浜
千
鳥
」歌
唱
コ
ン
ク
ー
ル

な
ど
、
創
意
工
夫
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

の
成
果
を
発
表
し
ま
し
た
。
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9898

152152

ここが
変わりました！

太陽の熱で電気を作ります。節電につながります。
既築住宅への設置、ＨＥＭＳまたは定置用リチウムイオン蓄電システムの設置が
必要です。

太陽の熱をエネルギーに変えて有効活用します。集熱方式が「自然循環型」のものは対象外です。

ＬＰガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて、電気をつくります。
その際に発生する熱でお湯を沸かします。

断熱性の低い窓から高断熱の窓へ改修することにより、夏季の熱の流入や冬季の熱
の流出を防ぎ、省エネに寄与します。

※補助金申請の詳細については、市のホームページに掲載している要綱などをよくご確認ください。
　環境保全課　☎３３ー１０５３

再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力を蓄えて、必要に応じて
電気を活用できます。
停電や災害時にも電気が使用できるので非常時にとても役立ちます。
太陽光発電設備が既に設置されているまたは、一緒に設置することが必要です。

受付期間
令和3年4月1日（木）～令和4年１月１7日（月）

　住宅用省エネルギー設備を住宅に設置（新設）する場合、「住宅用省エネルギー設備設置費補助金」を交
付します。各設備とも設置前（工事着工前）の申請が必要です。
※予算がなくなり次第終了です。

住宅用省エネルギー設備設置費用の一部を補助します

住宅用太陽光発電設備  補助額  上限 ９万円住宅用太陽光発電設備  補助額  上限 ９万円

定置用リチウムイオン蓄電システム  定置用リチウムイオン蓄電システム  補助額補助額  10万円10万円

太陽熱利用システム  補助額  ５万円太陽熱利用システム  補助額  ５万円

家庭用燃料電池システム（エネファーム） 補助額  ５万円家庭用燃料電池システム（エネファーム） 補助額  ５万円

窓の断熱改修  補助額  1/4補助  窓の断熱改修  補助額  1/4補助  上限 上限 ８万円８万円

地球と家計にやさしい　●●●
●●●　省エネ設備を利用しよう
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　市では南房総の海や川の水質汚濁を防ぐため、単独処理浄化槽またはくみ取便所から合併処理浄化
槽に付け替える人に設置費用の一部を補助しています。
　単独処理浄化槽やくみ取便所をお使いの方で、合併処理浄化槽への付け替えを予定している方は、
ぜひご活用ください。
　なお、令和３年度は、山名川流域の更なる水質保全の推進と合併処理浄化槽の普及を図るため、指
定区域（三芳地区の池之内区、中区、御庄区および山名区）に居住する方については、通常の補助金額
を引き上げて補助します。
　●補助対象者　
　　単独処理浄化槽またはくみ取便所から合併処理浄化槽へ転換する人（新築は対象外）
　　※�市民税などの滞納がある人、別荘として利用する人、または補助金の交付決定通知を受ける前

に工事に着手した人などは、補助金の交付対象になりません。
　●補助対象建物
　　住宅（店舗などと併用する場合は、処理対象人員が10人以下のもの）
　●補助金額
　　指定区域以外　３０万円
　　指定区域　※　３８万４千円
　　※指�定区域：�旧三芳村の池之内区、中区、
� 御庄区、山名区
　　ただし、予算がなくなり次第終了します。
　●申請期限
　　令和４年１月３１日（月）

◎詳しいことについては、
　環境保全課（☎３３－１０５３）
　または市のホームページをご覧ください。

合併処理浄化槽の設置費用を補助します

合併浄化槽とは？
　し尿と生活排水（台所・風呂・洗濯等に使用
した水）をまとめて処理する浄化槽（下図参照）

浄化槽の水質検査（法定検査）の受検について

　皆さんが使用し管理されている浄化槽は、毎日の生活から出る汚水を浄化し、きれいな水にし
て放流するための装置です。
　放流された水は、道路側溝や水路などを経て、川や沼・海に流れていきます。
　これらの公共用水域の水質を保全するためには、浄化槽を正しく設置し、維持管理することが
大変重要です。
　このため、浄化槽法では、浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正常
な機能を発揮しているかどうかを公的に検査することを規定し、浄化槽を管理する方に対して、
知事が指定する機関による「設置後の検査（７条検査）」と「毎年１回の定期検査（１１条検査）」（総称
して「法定検査」）を受けることを義務付けています。
　浄化槽にとって、保守点検・清掃は日常の健康管理、法定検査は健康診断に当たるものです。
法定検査の趣旨や重要性をご理解の上、必ず受検していただきますようお願いします。
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高齢者の総合相談窓口 まずはお電話を！
訪問や来所による相談ができます。

高齢者相談センター

在宅介護支援センター

基幹型地域包括支援センター

　高齢者相談センターでは、専門のスタッフ（主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健師など）が連携して、
高齢者に関する介護や福祉、医療・健康・認知症・権利擁護などさまざまな悩みについて、相談支援を行っ
ています。　�

　在宅介護支援センターは、高齢者とその家族の身近な相談窓口として、介護・医療・福祉・認知症な
どに関する相談を受け、高齢者が適切なサービスを利用できるように支援しています。

　南房総市では高齢者福祉の充実、高齢者支援体制の強化を目的に、令和３年４月１日から健康支援課
高齢者福祉係内に「基幹型地域包括支援センター」を設置しました。高齢者相談センター、在宅介護支
援センター、関係機関と協力して、高齢者福祉・
介護予防を推進していきます。

　健康支援課高齢者福祉係
　　☎３６－１１５２

地区 担当センター 住所 電話番号

富浦・富山・三芳 内房高齢者相談センター 南房総市富浦町深名 1170-1 20-4500

白浜・千倉・丸山・和田 外房高齢者相談センター 南房総市千倉町平舘 686-1 40-1277

地区 名称 住所 電話番号

富山 在宅介護支援センター　伏姫の郷　 南房総市平久里下 1129-2 58-2011

三芳 三芳在宅介護支援センター　 南房総市谷向 165-1 36-4520

白浜 おもいやりの郷　在宅介護支援センター 南房総市白浜町滝口 7216-8 30-5360

千倉 千倉町在宅介護支援センター　千倉苑 南房総市千倉町瀬戸2712-24 40-1811

千倉 千倉町在宅介護支援センター　晴耕苑 南房総市千倉町忽戸 692-1 40-1231

丸山 リブ丸山　在宅介護支援センター 南房総市川谷 302-5 46-4766

和田 在宅介護支援センター　花の里 南房総市和田町松田 808 47-5194

※富浦地区は内房高齢者相談センターが相談窓口になります。
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　イスラム教徒は一年中毎日５回礼拝するとともに、あらゆる分野において信仰の基で生きてい
ます。全てを神様（アッラー）にゆだねるように、アルコールなどの自制心をゆるませる事をしない
ようにします。アッラーがくれた体を壊すことは禁忌（ハラーム）で、動物はアッラーを拝むものな
ので、お肉はアッラーの名で、イスラム法において合法（ハラール）なさばき方で準備します。豚は
触ることも食べることもハラームです。
　ラマダンは、彼らにとって、大切な行事の一つです。ヒジュラ暦の９月（今年の４月12日～５月
12日）に、イスラム教の創始者の預言者ムハンマドが神の啓示であるクーラン（イスラム教の聖書）
の内容を初めて受けた月とされています。イスラム教徒はこの一か月間、日が出ている間は完全
に断食して、日が出る前に朝ご飯を食べ（サフー）、日が暮れてから断食をやめます（イフター）。こ
の厳しい修行によって、宗教に対する心や自分の精神を成長させ、他の人の苦しみに対する思い
やりを身に着けます。断食はイスラムの義務ですが、体の弱い人や妊婦には断食をさせません。
　日頃から自制しているにもかかわらず、さらに自制することは、とても自制心が強いことで一目
置かれています。　
　イスラム教徒の観光客はよく食事で悩みます。日本料理にはみりんや料理酒がよく使われるの
で、日本の料理をほぼ食べられません。ハラールではない肉で作られた肉料理も遠慮し、料理に
豚骨のだしやゼラチンなどを使ったら、禁忌になりますので、日本で食べられるものは少ないで
す。

　In�addition�to�praying�5�times�a�day�every�day�of�the�year,�Muslims�live�while�basing�many�
aspects�of�their�life�on�their�faith.�They�place�all�of�themselves�in�Allah's�hands�and�refrain�
from�activities�and�things�that�may�make�them�lose�self-restraint.�Activities�that�hurt�the�
body�that�Allah�gave�them�is�considered�haram�（taboo）.�Animals�also�worship�Allah,�so�they�
can�only�be�eaten�if�they�are�prepared�in�a�halal�（approved�by�Islamic�laws）�way,�in�Allah's�
name.�Pigs�are�considered�dirty,�so�eating�or�even�touching�them�is�considered�haram.
��Fasting�during�Ramadan�is�one�of�the�most�important�rituals�for�Muslims.�The�9th�month�
of�the�Hijri�（Islamic�calendar,�12�April-12�May�in�2021）�was�when�the�contents�of�the�Quran�
（Islamic�holy�text）�were�first�revealed�to�the�Prophet�Muhammad.�In�this�one�month,�Muslims�
fast�while�the�sun�is�out�and�only�before�sunrise�and�after�sunset�do�they�have�breakfast�
（sahur）�or�break�fast�（iftar）.�Through�this�practice,�they�strengthen�their�self-control,�faith,�
and�compassion�for�others.�Fasting�is�an�obligation,�but�some�people�such�as�those�who�are�
weak�or�pregnant�women�are�absolved�from�fasting.
��It's�amazing�that�they�are�able�to�control�themselves�throughout�the�year,�and�even�more�
so�in�fasting�during�Ramadan.
��Muslim�tourists�are�often�troubled�by�food.�They�can�hardly�consume�any�Japanese�food�
because�mirin�and�cooking�wine�are�often�used.�They�are�also�concerned�about�whether�the�
meat�is�halal.�If�ingredients�of�pork�origins�such�as�pork�bone�broth�or�gelatine�are�used,�the�
food�becomes�haram.�There�really�is�not�much�they�can�eat�in�Japan.

南房総市国際交流員
文・訳　チー・エンジャ

自制

Self-control

４チーさな島国より…チーさな島国より…
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令
和
３
年
度
の
協
会
け
ん
ぽ
千
葉
支
部
の
健
康

保
険
料
率
は
、
本
年
３
月
分（
４
月
納
付
分
）よ
り

現
状
の
９
・
75
％
か
ら
９
・
79
％
に
引
き
上
げ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
並
び
に
、
介
護
保
険
料
率

（
全
国
一
律
）は
、
現
状
の
１
・
79
％
か
ら
１
・

80
％
に
引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

　

健
康
保
険
料
率
は
地
域
の
医
療
水
準
に
基
づ
い

て
算
出
さ
れ
ま
す
。「
健
診
を
受
診
す
る
」「
会
社
を

挙
げ
て
健
康
づ
く
り
に
取
組
む
」「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
を
使
用
す
る
」な
ど
の
行
動
の
積
み
重
ね

が
健
康
保
険
料
率
の
上
昇
を
抑
え
る
大
き
な
力
と

な
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

協
会
け
ん
ぽ
千
葉
支
部

�

企
画
総
務
グ
ル
ー
プ

�

☎
０
４
３
―
３
０
８
―
０
５
２
２

　

協
会
け
ん
ぽ
で
は
、
加
入
者
の
ご
家
族（
40
～

74
歳
の
被
扶
養
者
）を
対
象
に
特
定
健
診
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

健
診
費
用
の
一
部
を
協
会
け
ん
ぽ
が
補
助
し
ま

す
の
で
、
必
ず
健
診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。
な

お
、
受
診
に
必
要
な
受
診
券
は
、
４
月
上
旬
に
加

　

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
令
和
３
年
３
月
分（
令
和
３

年
５
月
支
払
）か
ら
、
児
童
扶
養
手

当
と
障
害
年
金
の
併
給
調
整
が
見
直

さ
れ
ま
し
た
。

見
直
し
の
内
容

　

こ
れ
ま
で
、
障
害
基
礎
年
金
な
ど

（
国
民
年
金
法
に
基
づ
く
障
害
基
礎

年
金
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に

よ
る
障
害
補
償
年
金
な
ど
）を
受
給

し
て
い
る
方
は
、
障
害
基
礎
年
金
の

額
が
児
童
扶
養
手
当
額
を
上
回
る
場

合
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
令
和
３
年
３
月
分

か
ら
、
児
童
扶
養
手
当
の
額
が
障
害

年
金
の
子
の
加
算
部
分
の
額
を
上
回

る
場
合
、
そ
の
差
額
を
児
童
扶
養
手

当
と
し
て
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
と
は

　

父
母
の
離
婚
な
ど
で
、
父
か
母
が

い
な
い
家
庭
や
父
か
母
が
一
定
の
障

害
の
状
態
に
あ
る
家
庭
で
、
児
童
を

監
護
ま
た
は
養
育
し
て
い
る
人
が
対

象
で
す
。
受
給
に
は
、
所
得
制
限
が

入
者
本
人
の
自
宅
へ
郵
送
し
ま
す
。

【
特
定
健
診
と
は
？
】

　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
生

活
習
慣
病
の
予
防
を
目
的
と
し
た
健
診
で
す
。
検

査
内
容
は
、
身
体
測
定
・
血
液
検
査（
血
圧
・
脂

質
・
血
糖
・
肝
機
能
）・
尿
検
査
・
問
診
な
ど
で

す
。

【
受
診
方
法
は
？
】

　

健
診
機
関
へ
予
約
し
た
上
で
、
受
診
券
と
健
康

保
険
証
、
自
己
負
担
を
お
持
ち
に
な
っ
て
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

【
自
己
負
担
額
は
？
】

　

千
葉
県
内
の
健
診
機
関
で
受
診
す
る
場
合
は

９
５
０
円
ま
た
は
０
円
で
す
。（
受
診
さ
れ
る
健
診

機
関
に
よ
っ
て
自
己
負
担
額
が
異
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。）

【
そ
の
他
】

　

健
診
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
協
会
け
ん
ぽ
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
協
会
け
ん

ぽ
千
葉
支
部
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

加
入
者
ご
本
人（
35
～
74
歳
の
被
保
険
者
）に
は
、

「
生
活
習
慣
病
予
防
健
診
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

案
内
は
勤
務
先
に
お
送
り
し
て
お
り
ま
す
。

　

協
会
け
ん
ぽ
千
葉
支
部　

�

健
診
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

�

☎
０
４
３
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―
０
５
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５

あ
り
ま
す
。

手
当
を
受
給
す
る
た
め
の
手
続

　

既
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者

と
し
て
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、

手
続
き
不
要
で
す
。

　

そ
れ
以
外
の
方
は
、
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
す
る
た
め
の
認
定
請
求
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

支
給
開
始
月

　

通
常
、
手
当
は
申
請
の
翌
月
分
か

ら
支
給
開
始
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ

ま
で
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

た
た
め
に
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で

き
な
か
っ
た
方
の
う
ち
、
令
和
３
年

３
月
１
日
に
支
給
要
件
を
満
た
し
て

い
る
方
は
、
令
和
３
年
６
月
30
日
ま

で
に
申
請
す
れ
ば
、
令
和
３
年
３
月

分
の
手
当
か
ら

受
給
で
き
ま
す
。

　

社
会
福
祉
課

　
　

☎
36
―
１
１
５
３

全
国
健
康
保
険
協
会（
協
会
け
ん
ぽ
）千
葉
支
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

全
国
健
康
保
険
協
会（
協
会
け
ん
ぽ
）千
葉
支
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

児
童
扶
養
手
当
と
調
整
す
る
障
害
基
礎
年
金

児
童
扶
養
手
当
と
調
整
す
る
障
害
基
礎
年
金

な
ど
の
範
囲
が
変
わ
り
ま
す

な
ど
の
範
囲
が
変
わ
り
ま
す

令
和
３
年
度
保
険
料
率

加
入
者
の
ご
家
族（
被
扶
養
者
）へ

特
定
健
診
の
お
知
ら
せ
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今月の掲示板今月の掲示板今月の掲示板今月の掲示板

有料広告有料広告

　令和2年度一般会計補正予算（第12号、第13号）が
３月の市議会定例会で可決
され、一般会計予算総額は
297億2,621万4千円となりま
した。各補正予算における
内容は、以下のとおりです。
一般会計補正予算　第12号
　歳入と歳出からそれぞれ12億9,767万1千円減額し
ました。利用者が増加している障害者自立支援事業
の障害介護給付費を追加したほか、事業費の確定お
よび精算見込による減額補正などが主なものです。
一般会計補正予算　第13号
　歳入と歳出にそれぞれ6,680万3千円を追加しまし
た。新型コロナウイルス感染症対応として、新しい
生活様式を踏まえた社会環境の整備などに要する経
費を追加したほか、小向ダム渇水対策費の確定見込
による減額補正が主なものです。
　企画財政課　☎３３－１００１

名簿有効期間
　名簿登載日から令和４年３月31日まで
　管財契約課　☎３３－１０２２

　令和３年度一般会計予算額は、同議会にて可決さ
れた1号補正予算を含め252億8,931万6千円です。主
な事業内容については、４月22日（木）発行予定の「広
報みなみぼうそう　ことしの予算」に掲載します。
　企画財政課　☎３３－１００１

予
算

一般会計予算総額297億2,621万4千円
令和２年度一般会計補正予算が可決

予
算

一般会計予算総額252億8,931万6千円
令和３年度一般会計予算が可決

　市の建設工事、測量・コンサルタント、物品の購入、
業務委託の入札に参加するには、「南房総市入札参加業
者資格者名簿」に登載されていることが必要です。
　市の入札に参加を希望される方は、随時申請の手続
きをしてください。
申請方法
　「ちば電子調達システム」から電子申請を行い、添付
書類を添えて申請書を千葉県電子自治体共同運営協議
会（共同受付窓口）へ送付します。
　申請方法などについて詳
しくは、「ちば電子調達システ
ム」ホームページに掲載され
ているマニュアルをご覧くだ
さい。
申請書類提出先
〒２６０－０８５５
千葉市中央区市場町１番１号　千葉県庁南庁舎２階�
千葉県電子自治体共同運営協議会（共同受付窓口）

入
札

令和２・３年度
入札参加資格審査申請（随時申請）

申請受付期間 名簿登載予定日

令和３年４月１日～令和３年４月15日 令和３年６月１日

令和３年４月16日～令和３年５月17日 令和３年７月１日

令和３年５月18日～令和３年６月15日 令和３年８月１日

令和３年６月16日～令和３年７月15日 令和３年９月１日

令和３年７月16日～令和３年８月16日 令和３年10月１日

令和３年８月17日～令和３年９月15日 令和３年11月１日

令和３年９月16日～令和３年10月15日 令和３年12月１日

令和３年10月18日～令和３年11月15日 令和４年１月１日
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　生まれてくる赤ちゃんの１，０００人に１～２人は生
まれつき難聴を持つと言われています。生まれつき
の難聴を早期に発見して治療を行うことが赤ちゃん
のコミュニケーションやことばの発達にはとても大切
です。赤ちゃんが生まれた時に耳の聞こえの検査（新
生児聴覚検査）を受けることをお勧めします。検査は
多くの場合、出生後入院中に行われます。難聴を早
期に発見できると補聴器の装用や手話の使用、人工
内耳などの支援治療を選択することができます。
　令和３年４月から新生児聴覚検査にかかる費用の
一部助成を行います。既に母子健康手帳の交付を受
けた方で、千葉県内の医療機関で出産予定の方は、
医療機関に申し出ることで助成が受けられます。市
からの費用の助成は3000円です。里帰り出産などで
県外の医療機関で出生した場合の費用助成について
は担当課へお問い合わせください。
　保健予防室　☎３６－１１５４

　南房総市では、市内小・中学校において長期休業
中や放課後に学習講座を実施する事業を行っていま
す。ついては、児童生徒へ教科指導を行う業務の受
託を新規で希望する塾を募集します。指導できる教
科や可能な日程など、内容については相談できます
のでお電話ください。
申込方法／４月30日（金）までに子ども教育課へ電話
で申し込んでください。

　 　子ども教育課　☎４６－２９６６

子
ど
も

費用の一部を助成します
新生児聴覚検査を受けましょう

住
ま
い

南三原団地（和田地区）
市営住宅入居者募集

教
育

南房総市小・中学生学習講座
学習講座の委託事業者募集

募集住宅／南三原団地（和田地区）２戸（３ＤＫ）
入居時期／令和３年７月頃
家賃／入居する世帯員の所得で決定します
入居資格
・現在、住宅に困っていること
・現に同居し、または同居しようとする親族がいること
・市税などの滞納がないこと
・入居申込時の収入が基準額以内であること
・市内に住所または勤務地があること
・暴力団員でないこと
申込方法／４月23日（金）から５月12日（水）の間に、建設
課へ書類を持参してください。入居申込書は、建設課、
朝夷行政センター、各地域センターで配布します。ま
た、市ホームページからも取得できます。

　建設課住宅係　☎３３―１１０３

有料広告

見
守
り

地域の見守り活動
わんわんパトロール隊員募集中

　日頃の愛犬との散歩の際にわんわんパトロールグッ
ズ（わんパト標）を装着しながら、気軽に子どもたちや
気になる高齢者などの地域の見守り活動をするボラン
ティアとして、ご協力いただける方を募集しています。
　市内に住所のある方で、狂犬病予防接種をした愛犬
とマナーを守って散歩している方ならどなたでも登録
できます。登録申請書に必
要事項を記入して、健康支
援課、市民課、朝夷行政
センターまたは各地域セン
ターに提出して下さい。

　健康支援課
� ☎３６－１１５２

有料広告

わんパト標装着例わんパト標装着例

拡大図拡大図
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食
用
貝
の
王
様
は
ア
ワ
ビ
で
す
ね
。
刺
身
に
し
て
も
焼
い
て
も
、
何

と
も
言
え
ぬ
歯
ご
た
え
と
、
美
味
が
口
の
中
に
広
が
り
ま
す
。

　

そ
の
ア
ワ
ビ
採
り
の
本
場
は
、
南
房
総
市
で
は
白
浜
や
千
倉
で
す
が
、

岩
の
上
や
割
れ
目
に
い
る
サ
ザ
エ
を
拾
う
よ
う
に
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
岩
に
へ
ば
り
つ
い
た
ア
ワ
ビ
は
、
ど
ん
な
腕
力
の
あ
る
人
で
も
、

手
で
採
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
す
。

　

大
古
の
縄
文
時
代
に
は
鹿
の
角
を
利
用
し
た
、「
ア
ワ
ビ
オ
コ
シ
」が

あ
っ
た
と
言
い
ま
す
が
、
現
在
の
海あ

ま


女
た
ち
は
、
鉄
で
作
っ
た
磯い
そ
が
ね金
と

呼
ぶ
道
具
の
先
端
を
貝
の
薄
肉
の
方
に
差
し
込
み
、
テ
コ
式
に
力
を
加

え
て
採
り
ま
す
。

　

昭
和
五
十
年
頃
の
話
で
す
が
、
白
浜
に
そ
の
磯
金
作
り
に
か
け
て
は
、

名
人
と
言
わ
れ
た
人
が
い
た
の
で
す
。
大
平
音
吉
と
い
う
方
で
し
た
。

　

大
平
さ
ん
の
作
っ
た
磯
金
の
材
料

は
、
乗
用
車
に
使
わ
れ
て
い
た
ス
プ

リ
ン
グ
を
利
用
。
磯
金
の
長
さ
は

十
五
か
ら
四
十
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
も

の
で
し
た
が
、
み
な
使
い
や
す
く
、

石
よ
り
硬
く
へ
ば
り
つ
い
た
ア
ワ
ビ

を
起
こ
し
て
も
、
折
れ
も
曲
が
り
も

せ
ず
、
長
持
ち
し
た
の
で
、
海
女
た

ち
の
評
判
は
上
々
で
す
。

「磯
いそがね

金作りの名人」

第 179 話
生
いくいな

稲謹
きん

爾
じ

１．危険物取扱者試験
と　き／６月６日（日）
ところ／千葉県立館山総合高等学校
受験料／甲種6,600円　乙種4,600円　丙種3,700円
願書受付／（一財）消防試験研究センター千葉県支部
受付期間
電子申請：４月２日（金）～４月12日（月）
書面申請：４月５日（月）～４月15日（木）�※平日のみ
２．試験のための受験者講習会
と　き／４月30日（金）
ところ／館山市コミュニティセンター
受講料／6,500円（テキスト代2,800円含む）
　　　　※乙種第４類の問題集は別売（1,700円）
受付期間／４月８日（木）～４月22日（木）�※平日のみ
３．願書配布および受験者講習会受付場所
　安房郡市消防本部予防課、鴨川消防署、千倉分
署、鋸南分署（災害出動時などは、講習会受付および
願書配布が出来ない場合があります。）
　安房郡市消防本部予防課

� ☎２２－２２３４
� （一財）消防試験研究センター千葉県支部
� ☎０４３－２６８－０３８１

資
格

消防法に基づく国家資格
危険物取扱者試験および受験者講習会

資
格

防火管理業務を計画的に行う責任者
甲種防火管理新規講習会

　防火管理者の資格を取得したい人を対象に講習会
を開催します。
と　き／６月16日（水）・17日（木）の２日間
ところ／館山市コミュニティセンター（第１集会室）
定　員／７５人
受講料／８，０００円（前納）
受付期間／１次募集：４月20日（火）～４月27日（火）
� ２次募集：５月13日（木）～５月15日（土）　
申込方法／（一財）日本防火・防災協会へ受講申込書
をファクス（受付時間９：00～12 ： 00）またはインター
ネット（24時間受付）からの申し込み
※�要綱・受講申請書は最寄りの消防本部・消防署・分
署で配布もしくは（一財）日本防火・防災協会のホー
ムページからダウンロードできます。
※�１次募集で残席が出た場合のみ２次募集をします。
２次募集はインターネットでの申し込みに限ります。
また、支払いはクレジット決済のみです。
　 　（一財）日本防火・防災協会

� ☎０３－６２６３－９９０３
� ０３－６２７４－６９７７
� （一社）千葉県消防設備協会　
� ☎０４３－３０６－３８７１
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地形に残された戦争跡

～南房総市内の文化財を紹介します～　～南房総市内の文化財を紹介します～　 　教育委員会生涯学習課 ☎46－2963教育委員会生涯学習課 ☎46－2963
○○5656

シリーズシリーズ

　
・常時公開。
・トイレあり／駐車場あり（大房岬自然公園内）

公
開

・マナーを守って楽しく見学しましょう。
・�見学する時は、所有者・管理者の指示に必ず従ってください。

　大房岬自然公園は南房総国定公園の中にあり、遊歩
道などが整備されています。
　江戸時代末期に、外国船が日本近海に現れるようにな
ると、幕府は東京湾防衛のため沿岸に砲台を設けました。
大房岬にのこされている砲台跡もその一つです。
　大砲を据えた年代は、明らかではありませんが、嘉

かえい

永
３年（１８５０）の絵図に、岬の上段３門、中段５門、
下段５門の合計１３門の砲台がみえます。この砲台は、
実際に使用した記録はみられませんが、明瞭に砲台跡の
地形がのこされていることから、市史跡に指定されてい
ます。
　大房岬には、他にも東京湾要塞の一環で、昭和に砲
台跡などが建設されました。この要塞群についても市史
跡に指定されています。

大房岬にのこされている幕末砲台跡

東京湾要塞の探
たんしょうとうかくのうこ

照灯格納庫

所在地／富浦町多田良字藤四郎台
　　　　1212-19外（富浦地区）
所有者／千葉県

幕末砲台跡
ばくまつほうだいあと

   市指定史跡 市指定史跡


